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発

議

委
員
会
報
告
・
発
議

●
第
４
回

　

「
広
野
町
議
会
議
員
に

よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防

止
に
関
す
る
条
例
」
の
項

目
と
内
容
に
つ
い
て
協
議

を
行
っ
た
結
果
、
第
１
条

（
目
的
）・
第
２
条
（
定

義
）・
第
３
条
（
議
員
の

責
務
）・
第
４
条
（
議
長

の
責
務
）・
第
５
条
（
相

談
窓
口
）・
第
６
条
（
相

談
事
案
へ
の
対
応)

・
第

７
条
（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調

査
委
員
会
）・
第
８
条
（
調

査
事
案
関
係
者
の
義
務
）・

第
９
条
（
調
査
へ
の
協

力
）・
第
10
条
（
調
査
の

結
果
の
通
知
等
）・
第
11

条
（
被
害
防
止
措
置
）・

第
12
条
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
保
護
）・
第
13
条
（
取

組
状
況
の
公
表
）・
第
14

条
（
議
長
職
務
の
代
行
）・

第
15
条
（
議
長
及
び
議
員

の
除
斥
）・
第
16
条
（
委

任
）・
附
則
か
ら
な
る
「
広

野
町
議
会
議
員
に
よ
る
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関

す
る
条
例
」
の
素
案
を
決

定
し
ま
し
た
。

●
第
５
回

　

「
広
野
町
議
会
議
員
政

治
倫
理
条
例
施
行
規
程
」

の
項
目
と
内
容
に
つ
い
て

協
議
を
行
っ
た
結
果
、
第

１
条
（
趣
旨
）・
第
２
条

（
審
査
請
求
）・
第
３
条（
審

査
請
求
書
の
受
理
後
の
手

続
き
）・
第
４
条
（
委
員

会
の
審
査
結
果
の
通
知
）・

第
５
条
（
対
象
議
員
及
び

議
会
の
措
置
）・
第
６
条

(

請
求
に
よ
る
説
明
会)

・

第
７
条
（
委
任
）・
附
則

か
ら
な
る
「
広
野
町
議
会

議
員
政
治
倫
理
条
例
施
行

規
程
」
の
素
案
を
決
定
し

ま
し
た
。

●
第
６
回

　

「
広
野
町
議
会
議
員
政

治
倫
理
条
例
（
案
）」
並

び
に
「
広
野
町
議
会
議
員

に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
防
止
に
関
す
る
条
例

（
案
）」
及
び
「
広
野
町
議

会
議
員
政
治
倫
理
条
例
施

行
規
程
（
案
）」
に
つ
い
て
、

条
例
間
の
整
合
性
が
確
認

で
き
た
た
め
、
令
和
８
年

第
１
回
広
野
町
議
会
定
例

会
に
「
広
野
町
議
会
議
員

政
治
倫
理
条
例
（
案
）」

並
び
に
「
広
野
町
議
会
議

員
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
防
止
に
関
す
る
条
例

（
案
）」
を
発
議
す
る
事
に

決
し
ま
し
た
。

●
議
員
の
責
務

①
町
民
の
信
頼
に
値
す
る

倫
理
観
及
び
品
位
の
保
持

に
努
め
、
町
民
に
対
し
、

常
に
政
治
倫
理
に
関
す
る

高
潔
性
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

②
地
方
自
治
の
本
旨
に

従
っ
て
、
議
員
本
来
の
使

命
の
達
成
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

③
政
治
倫
理
に
反
す
る
事

実
が
あ
る
と
の
疑
惑
を
持

た
れ
た
と
き
は
、
自
ら
真

摯
か
つ
誠
実
に
事
実
を
明

ら
か
に
し
、
説
明
責
任
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

●
政
治
倫
理
基
準

①
町
民
全
体
の
代
表
者
と

し
て
品
位
と
名
誉
を
損
な

う
よ
う
な
一
切
の
行
為
を

慎
み
、
そ
の
職
務
に
関
し

て
不
正
の
疑
惑
を
持
た
れ

る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

②
常
に
町
民
全
体
の
利
益

を
擁
護
し
、
い
や
し
く
も

特
定
の
個
人
又
は
団
体
の

利
益
を
求
め
て
、
公
共
の

利
を
損
な
う
よ
う
な
行
為

を
し
な
い
こ
と
。

③
町
民
全
体
の
奉
仕
者
と

し
て
常
に
人
格
と
倫
理
の

向
上
に
努
め
、
そ
の
権
限

又
は
地
位
を
利
用
し
て
い

か
な
る
金
品
も
授
受
し
な

い
こ
と
。

④
町
の
契
約
に
関
し
て
特

定
の
者
を
紹
介
し
、
推
薦

し
、
又
は
妨
害
し
、
排
除

す
る
等
の
働
き
か
け
を
し

な
い
こ
と
。

⑤
町
の
職
員
の
適
正
な
職

務
の
遂
行
を
妨
げ
、
又
は

そ
の
職
権
を
不
正
に
行
使

す
る
よ
う
働
き
か
け
を
し

な
い
こ
と
。

⑥
町
の
職
員
の
採
用
、
昇

格
又
は
異
動
に
関
し
て
不

当
に
関
与
し
な
い
こ
と
。

●
請
負
契
約
等
及
び
指
定

管
理
者
に
関
す
る
遵
守
事

項
　

議
員
、
そ
の
配
偶
者
若

し
く
は
扶
養
す
る
親
族
又

は
こ
れ
ら
の
者
が
実
質
的

に
経
営
に
携
わ
る
法
人
は
、

地
方
自
治
法
第
92
条
の
２

の
規
定
の
趣
旨
を
尊
重
し
、

町
が
行
う
請
負
契
約
等
又

は
指
定
管
理
者
の
指
定
に

関
し
、
町
民
に
疑
惑
の
念

を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
審
査
請
求

　

証
す
る
資
料
を
添
え
て
、

議
長
に
対
し
、
政
治
倫
理

基
準
等
違
反
の
確
認
の
審

査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

●
審
査
・
措
置
等

　

審
査
委
員
会
を
設
置
し
、

議
長
に
次
の
い
ず
れ
の
措

置
を
講
ず
る
べ
き
か
審
議

結
果
を
報
告
す
る
。

①
文
書
に
よ
る
警
告

②�

公
開
の
議
場
に
お
け
る

陳
謝

③�

議
会
に
お
け
る
役
職
の

辞
職
勧
告

④
議
員
の
辞
職
勧
告

⑤
そ
の
他
必
要
な
措
置

　

議
長
は
結
果
を
公
表
し
、

議
会
は
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
。

　

会
議
資
料
印
刷
代
の
削
減
、

議
員
宅
訪
問
に
よ
る
調
整
等
の

職
員
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、

会
議
用
端
末
及
び
会
議
用
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
を
導
入
し
ま
し
た
。

●
議
員
の
責
務

①
公
職
に
参
画
す
る
者
と

し
て
高
い
倫
理
観
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
及
び
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
が
個
人
の
尊
厳
を

不
当
に
傷
つ
け
、
基
本
的

人
権
を
侵
害
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
能
力
の
十
分
な

発
揮
や
良
好
な
職
務
等
の

環
境
の
確
保
を
阻
害
す
る

行
為
で
あ
る
こ
と
を
自
覚

し
、
自
ら
の
言
動
を
厳
し

く
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

②
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
な
る

言
動
を
行
っ
て
い
る
者
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

対
し
当
該
言
動
は
厳
に
慎

む
べ
き
で
あ
る
旨
を
指
摘

す
る
よ
う
努
め
る
等
、
率

先
し
て
町
議
会
か
ら
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
を
根
絶
す
る
よ

う
取
り
組
む
も
の
と
す
る
。

③
町
民
全
体
の
奉
仕
者
と

し
て
の
立
場
を
自
覚
し
、

何
人
に
対
し
て
も
前
２
項

の
規
定
に
準
じ
た
行
動
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

●
定
め
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

①�

パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
②�

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト

③�

マ
タ
ニ
テ
ィ
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト

④�

そ
の
他
の
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
●
相
談
窓
口

　

議
長
は
、
議
員
に
よ
る

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る

相
談
に
対
応
す
る
た
め
、

広
野
町
議
会
事
務
局
内
に

相
談
窓
口
を
設
置
す
る
。

●
調
査
・
措
置
等

　

調
査
委
員
会
を
設
置
し
、

議
長
に
次
の
い
ず
れ
の
措

置
を
講
ず
る
べ
き
か
調
査

結
果
を
報
告
す
る
。

①
文
書
に
よ
る
警
告

②�

公
開
の
議
場
に
お
け
る

陳
謝

③�

議
会
に
お
け
る
役
職
の

辞
職
勧
告

④�

議
員
の
辞
職
勧
告

⑤
そ
の
他
必
要
な
措
置

　

議
長
は
結
果
を
公
表
し
、

議
長
は
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
。

特
別
委
員
会
報
告

特
別
委
員
会
報
告

議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
を
制
定

議
会
議
員
政
治
倫
理
条
例
を
制
定

議
会
議
員
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
条
例
を
制
定

議
会
議
員
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
条
例
を
制
定

第
４
回
（
１
月
23
日
）・
第
５
回
（
２
月
９
日
）・
第
６
回
（
２
月
20
日
）

政
治
倫
理
条
例
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

調
査
件
名　

●
広
野
町
議
会
政
治
倫
理
条
例
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て

審査請求・相談は

議員に限らず、

町民の皆様もすることが

できます。

議
員
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
を
導
入

議
会
デ
ジ
タ
ル
化

議
会
デ
ジ
タ
ル
化

●
導
入
の
内
容

①
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ　

・
Ｖ
ｅ
ｒ
ｓ
ａ
Ｐ
ｒ
ｏ

　

（
Ｎ
Ｅ
Ｃ
）

②
そ
の
他
周
辺
機
器

・
カ
バ
ー
キ
ー
ボ
ー
ド

・
マ
ウ
ス

・
タ
ッ
チ
ペ
ン

・
変
換
ア
ダ
プ
タ

　
③
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

・
Ｍ
ｉ
ｃ
ｒ
ｏ
ｓ
ｏ
ｆ
ｔ

　

Ｔ
ｅ
ａ
ｍ
ｓ

　

（
フ
ァ
イ
ル
共
有
）

　

（
ビ
デ
オ
会
議
）

　

（
チ
ャ
ッ
ト
）

・
ウ
イ
ル
ス
バ
ス
タ
ー

　

（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
）

令和８年第１回定例会資料と
導入したタブレットＰＣ

議会でのタブレットＰＣ活用の様子


